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統一地方選挙における国家公務員の服務規律の確保について 

 

 

 公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではなく、その政治的中立性

を確保するとともに、行政の公正な運営の確保を図る必要があることは言う

までもありません。  

 特に、選挙における国家公務員の服務規律の確保については、従来から選

挙が実施されるごとに注意を喚起してきたところでありますが、今日官庁綱

紀の厳正な保持が強く求められており、本年４月に行われる統一地方選挙に

際しては、一段とその趣旨の徹底を図る必要があります。  

 国家公務員は、国家公務員法（昭和 22 年法律第 120 号）又は公職選挙法

（昭和 25 年法律第 100 号）に違反する行為はもとより、国家公務員の政治的

中立性に対する国民の疑惑を招くような行為については、厳に慎まなければ

なりません。  

 貴職におかれては、下記事項に留意の上、職員の服務規律の確保について

格段の配慮をお願いします。  

 また、所管の外局及び行政執行法人にもこの旨周知願います。  

 なお、公庫についても、この趣旨の徹底をよろしくお願いします。  

 



記  

 

１ 一般職の国家公務員については、その政治的中立性の確保と行政の公正

な運営の確保を図るため、国家公務員法第 102 条及び人事院規則 14－７

（政治的行為）の規定によって政治的行為が制限されていること。      

特に選挙に際しては、特定の候補者を支持し若しくはこれに反対するこ

と又は特定の政党その他の政治的団体を支持し若しくはこれに反対するこ

との目的をもって、人事院規則 14－７第６項各号に掲げる政治的行為を行

うことは、禁止されていること。  

なお、ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布

は公職選挙法においては可能とされているが（同法第 142 条の３第１項）、

政治的目的をもってなされる行為であって人事院規則 14－７第６項各号に

掲げる政治的行為に該当するものは、国家公務員法においては禁止されて

いること。  

また、政治的中立性に対する国民の疑惑を招くような行為等により一般

職の国家公務員としての信用を失墜するようなことは厳に慎むこと。  

 

２ 選挙に際しては、公職選挙法第 129 条の規定により、全ての事前運動が

禁止されていること。  

 

３ 公職選挙法第 136 条の２の規定により、特別職を含む全ての公務員及び

同条第１項第２号に規定する公庫の役職員については、その地位及び職務

の影響力等に鑑み、その地位を利用して選挙運動をすること、又は公職の

候補者若しくは公職の候補者となろうとする者（公職にある者を含む。）

を推薦し、支持し、若しくはこれに反対するなどの目的をもって同条第２

項各号に掲げる行為を行うことは、禁止されていること。  

 

 

 

 

 

 

 

 



参考  

○国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）（抄）  

 

（政治的行為の制限）   

第百二条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求

め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為

に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行

為をしてはならない。   

② 職員は、公選による公職の候補者となることができない。   

③ 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと

同様な役割をもつ構成員となることができない。   

 

第百十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の禁錮又は

百万円以下の罰金に処する。  

一 （略）  

二 第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者  

 

 

○人事院規則一四－七（政治的行為）（抄）  

 

 （適用の範囲）  

１ 法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、臨時的任用と

して勤務する者、条件付任用期間の者、休暇、休職又は停職中の者及びそ

の他理由のいかんを問わず一時的に勤務しない者をも含むすべての一般職

に属する職員に適用する。ただし、顧問、参与、委員その他人事院の指定

するこれらと同様な諮問的な非常勤の職員（法第八十一条の五第一項に規

定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。）が他の法令に規定する禁

止又は制限に触れることなしにする行為には適用しない。   

２ 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、すべて、

職員が、公然又は内密に、職員以外の者と共同して行う場合においても、

禁止又は制限される。  

３ 法又は規則によつて職員が自ら行うことを禁止又は制限される政治的行

為は、すべて、職員が自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人

その他の者を通じて間接に行う場合においても、禁止又は制限される。   



４ 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、第六項第

十六号に定めるものを除いては、職員が勤務時間外において行う場合にお

いても、適用される。   

（政治的目的の定義）  

５ 法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をも

つてなされる行為であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限

り、法第百二条第一項の規定に違反するものではない。   

一 規則一四―五に定める公選による公職の選挙において、特定の候補者

を支持し又はこれに反対すること。   

二 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特定の裁判官を

支持し又はこれに反対すること。  

三 特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること。   

四 特定の内閣を支持し又はこれに反対すること。   

五 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対

すること。   

六 国の機関又は公の機関において決定した政策（法令、規則又は条例に

包含されたものを含む。）の実施を妨害すること。   

七 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）に基く地方公共団体の条

例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は

成立させないこと。   

八 地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の

解職の請求に関する署名を成立させ若しくは成立させず又はこれらの請

求に基く解散若しくは解職に賛成し若しくは反対すること。   

 （政治的行為の定義）  

６ 法第百二条第一項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。  

一 政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用する

こと。  

二 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他

政治的目的をもつなんらかの行為をなし又はなさないことに対する代

償又は報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんら

かの利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとすることあるい

は不利益を与え、与えようと企て又は与えようとおびやかすこと。   

三 政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め

若しくは受領し又はなんらの方法をもつてするを問わずこれらの行為に



関与すること。   

四 政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え又は支払

うこと。   

五 政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し若しくはこれ

らの行為を援助し又はそれらの団体の役員、政治的顧問その他これらと

同様な役割をもつ構成員となること。  

六 特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないよ

うに勧誘運動をすること。   

七 政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、

編集し、配布し又はこれらの行為を援助すること。  

八 政治的目的をもつて、第五項第一号に定める選挙、同項第二号に定め

る国民審査の投票又は同項第八号に定める解散若しくは解職の投票にお

いて、投票するように又はしないように勧誘運動をすること。   

九 政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し又は指導しその他これ

に積極的に参与すること。  

十 政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組

織し若しくは指導し又はこれらの行為を援助すること。  

十一 集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の

手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。  

十二 政治的目的を有する文書又は図画を国又は行政執行法人の庁舎（行

政執行法人にあつては、事務所。以下同じ。）、施設等に掲示し又は掲示

させその他政治的目的のために国又は行政執行法人の庁舎、施設、資材

又は資金を利用し又は利用させること。   

十三 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を

発行し、回覧に供し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読

し若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し又は編

集すること。  

十四 政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為

を援助すること。  

十五 政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他の政治的団

体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類す

るものを製作し又は配布すること。  

十六 政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲げるものを着

用し又は表示すること。  



十七 なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制

限を免れる行為をすること。   

７ この規則のいかなる規定も、職員が本来の職務を遂行するため当然行う

べき行為を禁止又は制限するものではない。   

８ 各省各庁の長及び行政執行法人の長は、法又は規則に定める政治的行為

の禁止又は制限に違反する行為又は事実があつたことを知つたときは、直

ちに人事院に通知するとともに、違反行為の防止又は矯正のために適切な

措置をとらなければならない。  

 

 

○公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）（抄）  

 

 （選挙運動の期間）   

第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から

第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第

一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による

参議院名簿の届出（同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の

規定による届出に係る候補者については、当該届出）又は第八十六条の四

第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補

者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、すること

ができない。  

 

 （公務員等の地位利用による選挙運動の禁止）   

第百三十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用し 

て選挙運動をすることができない。   

一 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方

独立行政法人の役員若しくは職員   

二 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員（以下「公庫の役職員」という。） 

２ 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとす

る者（公職にある者を含む。）を推薦し、支持し、若しくはこれに反対す

る目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職

の候補者となろうとする者（公職にある者を含む。）である同項各号に掲

げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつて

する次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものと



みなす。   

一 その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与す

ることを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。   

 二 その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運

動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、

又は他人をしてこれらの行為をさせること。   

 三 その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を

結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員と

なることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこ

れらの行為をさせること。   

 四 その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示

し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をして

これらの行為をさせること。  

 五 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者（公職にある者を含

む。）を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又

は約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、当該

申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約

束すること。   

 

  （文書図画の頒布）   
第百四十二条 衆議院（比例代表選出）議員の選挙以外の選挙においては、

選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及び

ビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについ

ては、散布することができない。   
 一 衆議院（小選挙区選出）議員の選挙にあつては、候補者一人について、

通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員

会に届け出た二種類以内のビラ 七万枚   
一の二 参議院（比例代表選出）議員の選挙にあつては、公職の候補者た

る参議院名簿登載者（第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に

当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参

議院名簿に記載されている者を除く。）一人について、通常葉書 十五

万枚、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラ 二十五万枚   
 二 参議院（選挙区選出）議員の選挙にあつては、候補者一人について、

当該選挙区の区域内の衆議院（小選挙区選出）議員の選挙区の数が一で

ある場合には、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理す

る選挙管理委員会（参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関す

る事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下この号におい



て同じ。）に届け出た二種類以内のビラ 十万枚、当該選挙区の区域内

の衆議院（小選挙区選出）議員の選挙区の数が一を超える場合には、そ

の一を増すごとに、通常葉書 二千五百枚を三万五千枚に加えた数、当

該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内の

ビラ 一万五千枚を十万枚に加えた数（その数が三十万枚を超える場合

には、三十万枚）   
 三 都道府県知事の選挙にあつては、候補者一人について、当該都道府県

の区域内の衆議院（小選挙区選出）議員の選挙区の数が一である場合に

は、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理

委員会に届け出た二種類以内のビラ 十万枚、当該都道府県の区域内の

衆議院（小選挙区選出）議員の選挙区の数が一を超える場合には、その

一を増すごとに、通常葉書 二千五百枚を三万五千枚に加えた数、当該

選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビ

ラ 一万五千枚を十万枚に加えた数（その数が三十万枚を超える場合に

は、三十万枚）   
 四 都道府県の議会の議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常

葉書 八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け

出た二種類以内のビラ 一万六千枚   
 五 指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人につい

て、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理

委員会に届け出た二種類以内のビラ 七万枚、議会の議員の選挙の場合

には、候補者一人について、通常葉書 四千枚、当該選挙に関する事務

を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 八千枚   
 六 指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一

人について、通常葉書 八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙

管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万六千枚、議会の議員の選

挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 二千枚、当該選挙に関

する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 四千

枚   

 七 町村の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、

通常葉書 二千五百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員

会に届け出た二種類以内のビラ 五千枚、議会の議員の選挙の場合には、

候補者一人について、通常葉書 八百枚、当該選挙に関する事務を管

理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ  千六百枚   

２・３ （略）     

４ 衆議院（比例代表選出）議員の選挙においては、選挙運動のために使用

する文書図画は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布すること

ができるビラのほかは、頒布することができない。   
５～ 13 （略）  



 

  （ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布）  

第百四十二条の三 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選

挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法（イ

ンターネット等を利用する方法（電気通信（電気通信事業法（昭和五十九

年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。）

の送信（公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信を

除く。）により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器（入

出力装置を含む。以下同じ。）の映像面に表示させる方法をいう。以下同

じ。）のうち電子メール（特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

（平成十四年法律第二十六号）第二条第一号に規定する電子メールをいう。

以下同じ。）を利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。）により、

頒布することができる。  

２・３ （略）  

 

 （インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に 

使用する文書図画を頒布する者の表示義務）  

第百四十二条の五 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日まで

の間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活

動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、

当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映

像面に正しく表示されるようにしなければならない。  

２ （略）  

 

 （公務員等の選挙運動等の制限違反）   

第二百三十九条の二 国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定

地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員（公職にある者を除

く。）であつて、衆議院議員又は参議院議員の選挙において当該公職の候

補者となろうとするもので次の各号に掲げる行為をしたものは、第百二十

九条の規定に違反して選挙運動をした者とみなし、二年以下の禁錮又は三

十万円以下の罰金に処する。   

一 当該公職の候補者となろうとする選挙区（選挙区がないときは、選挙

の行われる区域。以下この項において「当該選挙区」という。）において

職務上の旅行又は職務上出席した会議その他の集会の機会を利用して、



当該選挙に関し、選挙人にあいさつすること。   

 二 当該選挙区において、その地位及び氏名（これらのものが類推される

ような名称を含む。）を表示した文書図画を当該選挙に関し、掲示し、

又は頒布すること。   

 三 その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、当該選挙に

関し、その者に係る特別の利益を供与し、又は供与することを約束する

こと。   

 四 その地位を利用して、当該選挙に関し、国又は地方公共団体の公務員、

行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職

員をして、その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、そ

の者に係る特別の利益を供与させ、又は供与することを約束させること。 

２ 第百三十六条の二の規定に違反して選挙運動又は行為をした者は、二年

以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。  


